
窓口業務等の電子化の取組み



窓口業務の電子化推進の目的

 業務効率化による時間創出

 情報管理の適正化

 職員の負担軽減と業務の属人化の解消



窓口業務の電子化への取組み

 オンライン申請ポータルの活用
 申請データの電子化による、データの活用の幅UP

 情報のクラウド等での管理によるセキュリティ面の向上

 ペーパーレスの推進に直結

 日々の窓口業務に振り回されない（スケジュールの握りやすさ＝WLBの向上の一助に）

 相手方も開庁時間にとらわれない動きが可能



取組み項目一覧

取組事項運用スケジュール（予定）効果の一例（狙い）取組内容取組項目No.

【取組中】
• メール施行（市長事務部局）
• 市長事務部局へのヒアリング
• 申請入力様式（案）の作成
【今後の取組】
• 操作マニュアルの作成

及び 関係機関への周知 R07.10〜
• 利用事業者へのヒアリング R07.12〜
• 最終調整 R０8.03〜

R07.10〜11︓オンライン申請ポータルを試験運用
（対象︓市長事務部局）

R07.12〜 ︓上記の対象を拡大
（対象︓一部事業者・近隣自治体等）

R08.01〜 ︓試行結果の検証
R08.02〜 ︓全事業者・自治体等へ運用の変更を周知
R08.04〜 ︓運用開始

・利便性の向上及び窓口対応の減
・データ管理によるセキュリティ面向上
及びペーパーレスによる経費削減

（取組内容）
⑴事業者等からの施工通知の提出をオンライン申請
ポータルでの受付に変更
⑵協議結果の交付をデータでのやり取りに変更（オ
ンライン申請ポータル上にアップロード）
（取組対象）
別紙のとおり

施工通知の提出及び
施工協議



変更前 変更後

施工通知の提出及び施工協議

1. 紙資料での提出及び紙決裁
事業者等から、工事関係資料を紙データで提出され、当該資料
の決裁を紙で行う

2. 施工協議の内容を紙で通知
施工協議が完了したタイミングで、事業者等に通知し、事業者が
受け取りのため来庁し、交付を受ける

1. オンライン申請ポータルで提出
事業者が提出していた資料をあまがさきオンライン申請ポータル上
で受領し、当該ファイルについての施工協議を電子にて実施

2. 施工協議の内容をオンラインで通知
施工協議が完了後、あまがさきオンライン申請ポータルに施工協
議の内容を保存する。保存した旨が事業者等に通知され、事業
者はポータル上に保存された当該ファイルを受領する。



施工協議 （旧）申請フロー

申請者（民間業者or他事業体） 市担当者

施工協議書の提出 施工協議書内容確認

・施工協議書の内容確認後、紙面で課長決裁

・回答書を作成後、紙面で課長決裁

回答書の受取

電話（回答）

水道維持課担当へ2部提出

現場着手 回答書決裁保管

・事業体ごとに、ドッジファイルへ回答書決裁をつづる

・水道建設課へ合議後、回答書を2部作成

回答書の受渡し



施工協議 （新）申請フロー（電子申請）

申請者（民間業者or他事業体） 市担当者

申請フォームの入力 入力情報の確認・審査

・オンライン申請ポータル上へアップロードされたデータを抽出

・データを文書管理システムにて収受・回答書作成・起案

・文書管理システムにて電子決裁後、回答書をポータルサイト内へ
アップロード

回答書の確認・出力

通知（回答）

通知（申請）

現場着手 データ保管

・事業体ごとに、水道維持課共有フォルダ内へ保管



申請者操作画面イメージ

クリック

クリック

利用する際には、
事業者情報を新規
登録し、ログインし
てください。



クリック



クリック



クリック
問い合わせる際に必要な番号なので
控えておいてください。

申請完了！


